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 計画策定の基本的事項 

    計画策定の背景 
（１）地球温暖化の現状 
○地球温暖化とは、人間活動の拡大に伴い、二酸化炭素やメ
タンなどの温室効果ガスが大量に大気中に排出されるこ
とで、地球全体の平均気温が上昇する現象です。

〇地球温暖化が進行すると、気温や降水量、風といった大気
の平均的な状態が変動する気候変動につながり、海面が
上昇したり、異常気象が頻発する恐れもあり、自然生態系
や生活環境、農業への影響も懸念されます。

〇気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 2014 年に取
りまとめた「IPCC第 5次評価報告書統合報告書」では、
地球温暖化に関して以下のような報告を行っています。

第１章 

1-1

＜観測された変化及びその原因＞ 
〇気候システムの温暖化については疑う余地はない。
〇人為起源の温室効果ガスの排出が 20 世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった
可能性が極めて高い。

＜将来の気候変動、リスク及び影響＞ 
〇温室効果ガスの継続的な排出は、更なる温暖化と気候システムの全ての要素に 期にわたる変化
をもたらし、それにより、人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響を生じる
可能性が高まる。

〇地上気温は、評価された全ての排出シナリオにおいて 21世紀にわたって上昇すると予測される。
〇多くの地域で、熱波がより頻繁に発 し、また、より く続き、極端な降 がより強く、また、
より頻繁となる可能性が非常に高い。

〇気候変動の多くの特徴及び関連する影響は、たとえ温室効果ガスの人為的な排出が停止したとし
ても、何世紀にもわたって持続するだろう。

■温室効果ガスと地球温暖化メカニズム
資料：全国地球温暖化防止活動推進センター

■平均地上気温変化分布の変化
資料：令和元年度 環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書
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（２）地球温暖化対策に関する国内外の動向 
① 持続可能な開発目標（SDGs）の採択 
○地球温暖化をはじめとする人間活動に起因する諸問題を喫緊の課題として認識し、国際社会が協働し
て解決に取り組んでいくため、2015 年 9 月の国連総会において、「持続可能な開発のための 2030 ア
ジェンダ」が採択されました。

○2030アジェンダは、先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標として採択
され、その中に「持続可能な開発目標（SDGs）」として 17のゴールと 169のターゲットが設定され
ています。このうち、「ゴール 13（気候変動）」では、気候変動及びその影響を軽減するための緊急対
策を講じることを目指しています。

■SDGsの 17 のゴールと「ゴール 13（気候変動）」
資料：国際連合広報センター

＜主なターゲット＞ 
13.1 すべての国々において、気候変動に起因する危険や自然災害に対するレジリエンスおよび適

応力を強化する。
13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略および計画に盛り込む。
13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減、および早期警告に関する教育、啓発、人的能力および制

度機能を改善する。
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② パリ協定の採択 
○2015 年 12 月の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議で採択された「パリ協定」は、歴史上初めて先
進国・途上国の区別なく、温室効果ガス削減に向けて自国の決定する目標を提出し、目標達成に向け
た取り組みを実施することなどを規定した公平かつ実効的な枠組みです。

○「パリ協定」では、地球の平均気温の上昇を 2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力
を追求することなどを目標としており、この目標を達成するため、今世紀後半に人為的な温室効果ガ
スの排出と吸収のバランスを達成することを目指しています。

目的 世界共通の 期 標として、産業 命前からの平均気温の上昇を 2℃より十分下方に保
持。1.5℃に抑える努力を追求。

目標 上記の目的を達するため、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランスを
達成できるよう、排出ピークをできるだけ早期に抑え、最新の科学に従って急激に削減。

各国の目標 
各国は、貢献（削減目標）を作成・提出・維持する。各国の貢献（削減目標）の目的を達
成するための国内対策をとる。各国の貢献（削減目標）は、5年ごとに提出・更新し、従
来より前進を示す。

 期低排出発展
戦略

全ての国が 期低排出発展戦略を策定・提出するよう努めるべき。（COP 決定で、2020
年までの提出を招請）

グローバル 
ストックテイク

5年ごとに全体進捗を評価するため、協定の実施状況を定期的に検討する。世界全体とし
ての実施状況の検討結果は、各国が行動及び支援を更新する際の情報となる。

③ 地球温暖化対策計画の策定 
○国では、2016年 5月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「地球温暖化対策計画」が閣
議決定されました。「地球温暖化対策計画」は、我が国の地球温暖化対策に関する総合計画で、「パリ
協定」や 2015 年 7 月に国連に提出した「日本の約束草案」を踏まえ、2030 年度の中期目標として、
温室効果ガスの排出を 2013年度比 26%削減するとともに、 期 標として「2050年までに 80%の温
室効果ガスの排出削減を目指す」としています。

■パリ協定の概要
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④ 気候変動適応法の公布、気候変動適応計画の策定 
○2018年 6月には、気候変動適応法が成立・公布され、同年 12月に施行されました。気候変動適応法
は、気候変動に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じていること並
びにこれが 期にわたり拡 するおそれがあることに鑑み、気候変動適応を推進し、もって現在及び
将来の国 の健康で 化的な 活の確保に寄与することを 的とする法律です。

○また、気候変動適応法第 7条第 1項に基づき、2018年 11月に「気候変動適応計画」が閣議決定され
ました。気候変動適応計画は、気候変動適応法の目的を踏まえ、気候変動適応に関する施策を総合的
かつ計画的に推進することで、気候変動影響による被害の回避・軽減、更には、国 の 活の安定、
社会・経済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強靱化を図り、安全・安心で持続可能な社会を
構築することを目指すものです。

■気候変動適応計画の概要 
資料：令和元年度 環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書
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⑤ あいち地球温暖化防止戦略2030の策定 
○愛知県では、2005年 1月に「あいち地球温暖化防止戦略」を策定し、2012年 2月には「あいち地球
温暖化防止戦略 2020」へと改定して、地球温暖化防止に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進し
てきました。

○2018年 2月には、社会情勢の変化等に対応し、中 期の地球温暖化対策を積極的に推進するため、新
戦略として「あいち地球温暖化防止戦略 2030」を策定しました。

＜戦略の位置づけ＞ 
○地球温暖化対策の推進に関する法律第 21条第 3項に基づく「地方公共団体実行計画（区域施
策編）」、気候変動適応法第 12 条に基づく「地域気候変動適応計画」及び愛知県地球温暖化対
策推進条例第 6条第 1項に基づく「地球温暖化対策の推進に関する計画」として位置付けるも
のです。

＜計画期間＞ 
○2030年度までとし、概ね 5年ごとに見直しを行います。

＜戦略のポイント＞ 
ポイント１：新たな温室効果ガス排出量の削減目標を設定 
○2030 年度の県内の温室効果ガス総排出量を、2013（平成 25）年度比で 26％削減することを
目指します。

部門 産業 業務 家庭 運輸 その他 総排出量
削減率 ▲13.5% ▲49.5% ▲47.1% ▲28.9% ▲23.0% ▲26.0%

※吸収源対策を含む

ポイント２：「徹底した省エネルギー」と「創エネルギーの導入拡大」による温室効果ガスの 
      大幅削減 
○温室効果ガス削減に向け、以下の 3つの視点に基づいた取り組み（緩和策）により「徹底した
省エネルギー」と「創エネルギーの導入拡大」の推進を図ります。

ポイント３：気候変動の影響への「適応策」を推進 
○本県においても、 期的な気温上昇などの気候の変化が現れており、今後も上昇するおそれが
あります。こうしたことから、「緩和策」により地球温暖化の進行抑制に最大限取り組んだ上
で、それでも避けられない影響に対しては、「適応策」により適切に対処するよう取り組みを推
進します。
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（３）一宮市におけるこれまでの取り組み 
○本市では、市全域での温室効果ガスを削減するため、市 ・事業者・行政が一体となり取り組むため
の総合的な計画として、平成 24（2012）年 4 月に「一宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」
を策定しました。計画では、目指す一宮市の姿を「再生可能エネルギーの導入とライフスタイルの変
  低炭素なまち 宮を 指して 」とし、①地球にやさしい 動、②省エネ交通の推進、③エネル
ギー消費の低減の３つの基本方針を定め、地球温暖化対策を推進してきました。また、中期目標とし
て、温室効果ガス排出量を 2020年度に 1990年度比 15%削減という目標を設定しています。

○また、地球温暖化対策として、平成 13（2001）年 4月に実行計画である「エコアクション一宮」を策
定し、温室効果ガス削減に取り組んできました。その後、合併による対象施設の増加などにより、平
成 17（2005）年度を基準年度とする第 2次実行計画へ、平成 23（2011）年度からは第 3次実行計画
へ見直しを行い、温室効果ガス削減の取り組みを継続して行ってきました。現在は平成 28（2016）年
度から令和 2（2020）年度を計画期間とする第 4次実行計画に取り組んでいます。この地球温暖化対
策実行計画（事務事業編）「第 4次エコアクション一宮」は、市自らの事務及び事業に関して、地球温
暖化防止のための総合的な対策をまとめ、率先して行動することにより効果を上げていくことを目的
としています。

■中期削減目標の概要 
資料：一宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

■地球温暖化対策実行計画の推進体制 
資料：第４次エコアクション一宮（平成28（2016）年度 令和２（2020）年度）
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    計画策定の意義・目的 
○「一宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」では、市域から排出する温室効果ガス排出量につい
て、1990年度を基準年とし、2020年度に基準年比 15%削減という中期目標を掲げてきました。

○この中期目標である 2020年度を目前に控え、国の「地球温暖化対策計画」の策定、「気候変動適応法」
の公布及び「気候変動適応計画」の策定、愛知県の「あいち地球温暖化防止戦略 2030」の策定といっ
た地球温暖化対策を巡る国内外の動向を踏まえ、一宮市における地球温暖化対策を今まで以上に強力
に推進していくため、2030年度を計画目標とした新たな「一宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策
編）」を策定します。

○また、従来から取り組んでいる温室効果ガス排出量の削減に向けた緩和策と、気候変動に対して自然
生態系や社会・経済システムを調整することにより、その影響を軽減する適応策との車の両輪の関係
として、地球温暖化対策の更なる推進に向けて、「一宮市気候変動適応計画」を策定することとし、「一
宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」と「一宮市気候変動適応計画」を合わせて、「いちのみ
や気候変動対策アクションプラン 2030」として一体的に策定します。

    計画の位置づけ 
○本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21条第 3項に基づく「地方公共団体実行計画（区域
施策編）」、気候変動適応法第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」として位置づけるものです。

○なお、「第７次一宮市総合計画」の都市将来像の実現に向けた施策の 1つ、「施策 7 地球温暖化防止に
取り組みます」の達成や、「一宮市環境基本条例の基本理念に基づき策定している「第 2次一宮市環境
基本計画」の基本方針の 1 つ、「基本方針 4 地球温暖化防止（低炭素社会）の実現を目指して」の実
現に向けた施策や取り組みを具体化する地球温暖化対策分野の個別計画を兼ねています。

    対象とする温室効果ガス 
○対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律 第 2 条第 3 項に示された 7 物質の
うち、市域からの排出が確認されていない代替フロン等 4ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3）を除いた
二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）の 3物質です。なお、国の温室効果ガス排
出量のうち、3物質が占める割合は 96%以上となっています。

    計画の期間 
○計画の期間は、国の「地球温暖化対策計画」及び愛知県の「あいち地球温暖化防止戦略 2030」と整合
を図り、計画目標として 2030年、 期 標として 2050年を設定します。

1-2

1-3

1-4

1-5
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 一宮市における温室効果ガス排出量及び 
気候変動の影響の現状 

    一宮市の地域特性 
（１）自然的条件 
① 位置及び地勢 
○本市は、岐 県南 部から愛知県 部にかけて広がる濃尾平野のほぼ真ん中にあります。愛知県の北
 部にあって、 曽川をはさんで岐 県と接しており、名古屋市と岐 市の中間に位置しています。

○標 差の少ない、きわめて平坦な地形で、北東部から南 部にかけ、約 18kmにわたって木曽川に接
しています。面積は 113.82  で、東 約 15.3km、南北約 13.3kmです。

○現在の市域は、中 に位置する旧 宮市地域、南 部に位置する旧尾 市地域、北 部に位置する旧
木曽川町地域がそれぞれで合併を経て発展し、平成 17（2005）年 4月 1日に、一宮市・尾 市・木曽
川町が合併したものです。

第2 章 

■一宮市の位置図 
資料：一宮の都市計画（一部修正）

2-1
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② 気候 
○気候は温和ですが、夏は高温多湿で非常に蒸し暑くなります。冬は乾燥した晴天の日が多く、雪はあ
まり降りません。

○また、冬季に伊吹山から吹き下ろされる、日本海側からの乾いた季節風「伊吹おろし」は、本市を含
む濃尾平野における気候の特色です。
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■一宮市の気候（平成 29（2017）年の平均気温及び最低／最高気温） 
資料：一宮市 消防年報
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③ 土地利用 
○平成 28（2016）年度の地目別面積を見ると、宅地が 4,797ha（42.1%）と最も多く、次いで田が

1,760ha（15.4%）、道路が 1,699ha（14.9%）となっています。

18.6 

52.7 

42.1 

8.4 

1.5 

15.4 

6.4 

1.7 

10.5 

42.3 

3.1 

0.0 

7.9 

19.2 

14.9 

4.6 

4.6 

10.3 

11.8 

17.2 

6.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

愛知県

名古屋市

一宮市

宅地 田 畑 森林原野等 道路 水面･河川･水路 その他

行政面積 宅地 田 畑 森林原野等 道路 水面･河川･
水路

その他

一宮市 11,382 4,797 1,760 1,200 - 1,699 1,174 762

名古屋市 32,645 17,210 503 543 1,013 6,255 1,505 5,611

愛知県 516,985 96,274 43,300 33,000 218,816 41,002 23,564 60,889

■地目別土地面積（一宮市、名古屋市、愛知県） 
資料：愛知県統計年鑑
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（２）社会的条件 
① 人口の推移及び将来推計 
○本市では、戦後から 1980年頃までは人口が急増しましたが、それ以降は緩やかな増加傾向に変わり、

2012年に最も多い 386,628人に達して以降、現在まで、緩やかな人口減少局面に入っています。
○本市における年少  （０ 14歳）、生産年齢人口（15 64歳）、老年人口（65歳以上）の３区分別
の人口推移の傾向は、以下のとおりです。生産年齢人口は、1995年まで増加し 254,769人のピークを
迎えましたが、その後は緩やかな減少に転じ、現在まで減少が続いています。年少人口は、これまで
 期的に減少傾向が続き、2005年には 56,646人で、老年人口 67,688人を初めて下回りました。老年
人口は、生産年齢人口のうち出生数の多い世代が順次老年期に入り、また平均寿命も延びたことから、
一貫して増加を続けています。

○社人研準拠推計の総人口の推移をみると、2030年に 366,932人、2050年に 320,168人と、今後一貫
して減少していくことが予測されています。

■総人口の推移（左）、年齢３区分別人口の推移（右） 
資料：一宮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

■総人口の将来推計結果（社人研準拠推計） 
資料：一宮市まち・ひと・しごと創生総合戦略
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② 農家数、経営耕地面積
○平成 27（2015）年度における本市の農家数は 4,442  、経営耕地 積は 1,549ha であり、いずれも
減少傾向にあります。

○農家数は、豊田市（6,322  ）、豊橋市（4,779  ）に次いで県内第 3位です。一方で、経営耕地面積
は第 11位であり、農家数を比較してかなり低いことが分かります。

○なお、農家数と経営耕地面積の減少には、農業者の高齢化や後継者不足といった問題が影響している
と考えられます。

■農家数の推移（上）、経営耕地面積の推移（下） 
資料：いちのみやの農業（平成29 年度版）



13 

③ 製造品出荷額
○平成 26（2014）年度における本市の事業所数は 825事業所、従業者数は 20,543人、製造品出荷額は

52,991,449万円となっています。
○製造品出荷額の推移をみると、平成 22年度にかけて減少傾向にありましたが、その後、増加に転じて
います。

■事業所数、従業者数、製造品出荷額の推移 
資料：一宮市の工業 工業統計調査結果報告書（平成26 年度）

■一宮市の地域特性のまとめ 
・本市は気候が温和であり、愛知県全体と比べて農地としての土地利用の割合が高く、減少傾向
にはあるもの農家数も多くなっています。 

・人口推移をみると、緩やかな人口減少局面に入っており、今後も一貫して減少していくことが
予測されています。特に、生産年齢人口の減少と少子高齢化が進んでおり、環境面だけでな
く、社会面、経済面からも持続可能なまちづくりが求められています。
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    一宮市の温室効果ガスの排出状況 
（１）温室効果ガス排出状況の把握の考え方 
○本市における温室効果ガス排出量の算定と排出状況の把握は、『地方公共団体実行計画（区域施策編）
策定・実施マニュアル算定手法編（Ver.1.0）』（平成 29年，環境省）に基づき行っています。

〇本計画で対象としている温室効果ガスについて、発生源となる部門別に排出量を算定し、これまでの
推移等について、分析を行いました。

温室効果ガス 地球温暖化 係数※ 部門 算定対象となる温室効果ガス排出の概要 

二酸化炭素 
（CO2） １ 

産業部門 製造業、農林水産業、建設業・鉱業におけるエネルギー消費に伴
う排出

  家庭部 家庭での電気やガス等のエネルギー消費に伴う排出

  業務部 事務所・ビル、商業サービス施設での電気やガス等のエネルギー
消費に伴う排出

運輸部門 自動車のガソリンや軽油等のエネルギー消費に伴う排出と鉄道
における電気や軽油等のエネルギー消費に伴う排出

廃棄物部門 ごみの焼却処分における混在した合成樹脂類の燃焼に伴う排出

メタン 
（CH4） 

25 
（21） 

産業部門農業 水田からの排出、家畜の飼養に伴う排出、家畜の排せつ物管理に伴う排出
運輸部門 自動車の走行に伴う排出

廃棄物部門 
ごみの焼却処分に伴う排出、ごみの埋立処分に伴う排出、し尿の
処理に伴う排出、浄化槽汚泥処理に伴う排出、下水処理に伴う排
出、生活排水処理に伴う排出

一酸化二窒素 
（N2O） 

298 
（310） 

産業部門農業 家畜の排せつ物管理に伴う排出
運輸部門 自動車の走行に伴う排出

廃棄物部門 ごみの焼却処分に伴う排出、し尿の処理に伴う排出、浄化槽汚泥
処理に伴う排出、下水処理に伴う排出、生活排水処理に伴う排出

※ 地球温暖化係数とは、二酸化炭素を基準にして、ほかの温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力があるか表した数値です。
なお、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」の改正に伴い、2015 年度から算定に使用する数値を変更しました。
（ ）内の数値は、2014年度以前の算定に使用した地球温暖化係数の数値です。

2-2
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（２）温室効果ガス排出量の推移 
○1990年度及び 2009年度から 2016年度までの温室効果ガスの総排出量と、2016年度の温室効果ガス
排出量の構成比を以下に示します。

〇世界同時不況の影響から回復した 2010年度に排出量は増加し、2011年度の東日本大震災による経済
への影響や節電意識の高まりなどにより 2011 年度から 2013 年度までは減少が続きましたが、2014
年度以降は増加傾向にあります。

〇温室効果ガスの中では、二酸化炭素排出量が 95％以上を占めています。

（３）二酸化炭素排出量の推移 
〇2016 年度の二酸化炭素排出量は、2015 年度と比較して廃棄物部門を除いた部門で排出量が増加し、
合計値も増加しました。

〇また、2013年度と比較して、  家庭部 と  業務部 、廃棄物部 では排出量の減少がみられた
ものの、産業部門と運輸部門の増加量が上回り、合計値は増加しました。

〇二酸化炭素排出量の構成比では、産業部門が約 40％と最も高い割合を占め、次に運輸部門が 26％と
高い割合を占めています。

■一宮市における温室効果ガス排出量の推移
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（４）二酸化炭素排出量の部門別排出割合の全国・愛知県との比較 
〇本市の二酸化炭素排出量の部門別排出割合を愛知県及び全国と 較すると、  家庭部 と運輸部 
に占める割合が大きいことが分かります。なお、これらの部門の二酸化炭素排出量は、2020年度対策
ケースを大きく上回っています。

〇愛知県及び全国には「エネルギー転換部門」の項目がありますが、これは主に発電所の自家消費によ
るものであり、一宮市には該当しないため算定対象に含んでいません。また、一宮市の「廃棄物部門」
は、愛知県及び全国の「非エネルギー起源」に該当します。

■二酸化炭素排出量の部門別排出割合の比較（上：一宮市、左下：愛知県、右下：全国）
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（５）二酸化炭素排出量の部門別排出状況 
① 産業部門 
〇産業部門における二酸化炭素排出量は、2009 年度から 2010 年度にかけて増加した後は、2013 年度
まで減少傾向にありましたが、2014年度からは微増傾向で推移しています。

〇2013 年度と比較して、2016 年度の産業部門における二酸化炭素排出量は、農林水産業と建設業・鉱
業からの排出量が減少したものの、それらの減少量を製造業からの排出量の増加量が上回ったため、
排出量が増加しています。

〇二酸化炭素排出量の構成比では、製造業が約 96％と最も高い割合を占めており、排出量の主要な変動
要因となっています。

〇製造業の二酸化炭素排出量は 2009年度から 2010年度にかけて増加した後、2013年度まで減少傾向
にありましたが、2014年度からは微増傾向で推移しています。

○2013年度と比較して、2016年度の製造業の二酸化炭素排出量は増加しています。
○二酸化炭素排出量のエネルギー種別構成比では、電力が約 32％、次いで石油製品が約 27％、石炭製品
が約 19％を占めており、排出量の主要な変動要因となっています。

■産業部門の二酸化炭素排出量の推移と 2016 年度の業種別構成割合

■製造業の二酸化炭素排出量の推移と 2016 年度のエネルギー種別構成割合 
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〇製造業の活動規模の指標となる製造品出荷額は、2009年度から 2013年度まで緩やかに増加し、2014
年度に大きく増加した後、2015年度以降、再び緩やかな増加傾向にあります。

○2014年度以降の製造品出荷額と二酸化炭素排出量は類似した推移をしていることから、近年の排出量
の増加は製造業の活動が活発になったためであると考えられます。

〇製造業の二酸化炭素排出量の主要な変動要因である電力の排出係数は、2011年度に東日本大震災に伴
う原子力発電所の活動停止により大きく増加しました。

○再生可能エネルギーの普及等により、2012年度から 2015年度まで電力の排出係数は減少を続けてい
ましたが、2016年度はほぼ変化しませんでした。

○電力の排出係数と製造業の電気消費による二酸化炭素排出量は概ね類似した推移をしており、排出係
数の増減が、産業部門の排出量に影響を与えているといえます。

0.464
0.474 0.473

0.518 0.516 0.513

0.497
0.486 0.485

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

1990年度2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度2016年度

排出係数

（kg-CO2/kWh）

■製造品出荷額の推移 
資料：工業統計

■中部電力の排出係数の推移 
資料：中部電力HP
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〇農林水産業の二酸化炭素排出量は、2009 年度から 2012 年度にかけて微増した後、2013 年度から減
少しています。

○二酸化炭素排出量のエネルギー種別構成比では、電力が約 61％、次いで石油製品が約 38％を占めて
おり、近年の排出量の減少における主要な要因となっています。

〇建設業・鉱業の二酸化炭素排出量をみると、2009年度から 2011年度にかけて微増した後、2012年度
から 2014年度までは横ばいでしたが、2016年度は減少しました。

○二酸化炭素排出量のエネルギー種別構成比では、石油製品が約 79％、次いで電力が約 20％を占めて
おり、近年の排出量の減少における主要な要因となっています。

■農林水産業の二酸化炭素排出量の推移と2016 年度のエネルギー種別構成割合 

■建設業・鉱業の二酸化炭素排出量の推移と 2016 年度のエネルギー種別構成割合
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② 民生家庭部門 
〇  家庭部 における排出量は、2009年度から 2011年度にかけて増加傾向にありましたが、2012年
度から減少傾向に転じ、2016年度には微増しました。

〇2013 年度と比較して、2016 年度の  家庭部 における 酸化炭素排出量は、全てのエネルギー種
別でエネルギー消費による排出量が減少したため、全体の排出量が減少しました。

〇二酸化炭素排出量のエネルギー種別構成比では、電気が約 74％を占めており、  家庭部 の 酸化
炭素排出量の主要な変動要因となっています。

〇本市の世帯数は、2009年度以降増加傾向にあります。
○世帯あたりの二酸化炭素排出量は、2009 年度から 2011 年度まで増加傾向にありましたが、2012 年
度から 2015年度まで減少を続け、2016年度は微増しました。

○2016年度の世帯あたりの二酸化炭素排出量は、2013年度と比較して減少しています。
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■民生家庭部門の二酸化炭素排出量の推移と 2016 年度のエネルギー種別構成割合 

■世帯数と世帯あたりの二酸化炭素排出量の推移 
資料：愛知県統計年鑑
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③ 民生業務部門 
〇  業務部 における排出量は、2009 年度から 2013 年度まで増加傾向にありましたが、2014 年度
から 2015年度にかけて減少傾向となり、2016年度には増加に再び転じました。

○2013年度と比較して、2016年度の  業務部 における 酸化炭素排出量は減少しました。
〇  業務部 は、市の焼却施設以外の業務からの二酸化炭素排出量が約 97％を占めており、排出量の
主要な変動要因となっています。

〇業務（焼却施設以外）の二酸化炭素排出量の業種別構成比では、事務所・ビルが約 40％と最も高い割
合を占めており、次いで、ホテル・旅館が約 16％、飲食店が約 11％を占めています。

○2013 年度と比較して、2016 年度の業種別の二酸化炭素排出量では、構成比の大きな割合を占める事
務所・ビルとホテル・旅館が増加した一方で、これら以外の業種が減少したことにより、全体として
減少しました。
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■民生業務の二酸化炭素排出量の推移と 2016 年度の施設別構成割合

■業務（焼却施設以外）の二酸化炭素排出量の推移と2016 年度の業種別構成割合 
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〇業務系延床面積は、2009年度から 2016年度まで微増傾向で変動しています。
○2013 年度と比較して、2016 年度の業務系延床面積では、デパート・スーパー、卸小売（デパート・
スーパーを除く）、飲食店の延床面積が減少し、それら以外の業種の延床面積が増加したことにより、
全体として微増しました。

〇延床面積あたりの業務（焼却施設以外）の二酸化炭素排出量は、全体では 2009年度から 2013年度ま
で概ね増加傾向にありましたが、2014年度に減少し、その後は横ばいで推移しています。

○2016 年度の延床面積あたりの業務（焼却施設以外）の二酸化炭素排出量は、ほぼ全ての業種で 2013
年度の値以下となっており、これが業務（焼却施設以外）の二酸化炭素排出量の減少要因となったと
考えられます。
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■業務系建物延床面積の推移 
資料：商業統計、固定資産の価格等の概要調書、愛知県統計年鑑

■業種別延床面積あたりの業務（焼却施設以外）の二酸化炭素排出量の推移 
資料：商業統計、固定資産の価格等の概要調書、愛知県統計年鑑
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④ 運輸部門 
〇運輸部門の二酸化炭素排出量は、2009年度から 2010年度に増加し、2011年度に減少しました。2012
年度以降は増加が続いています。

○運輸部門の二酸化炭素排出量の構成比では、自動車からの排出量が約 97％を占めており、排出量の主
要な変動要因となっています。

〇2016 年度の自動車からの二酸化炭素排出量の車種別構成比では、乗用車が約 45％と最も高い割合を
占め、次いで、普通貨物車が約 24％を占めています。

排出量（t-CO2） 構成割合 

軽乗用車 99,235 16.5% 

乗用車 269,028 44.8% 

バス 6,565 1.1% 

小型貨物 36,303 6.0% 

普通貨物 141,595 23.6% 

特種車 47,982 8.0% 

自動車合計 600,708 100.0% 

■運輸部門の二酸化炭素排出量の推移と 2016 年度の交通手段別構成割合 

■2016 年度の自動車からの二酸化炭素排出量の車種別構成割合 
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〇排出源となる自動車の人口千人あたり保有台数は、2009年度以降増加を続けており、排出量の増加の
一要因となっています。

⑤ 廃棄物部門 
〇本市の廃棄物部門の二酸化炭素排出量は、一般廃棄物の焼却によるものです。
〇廃棄物部門の二酸化炭素排出量は、2009 年度から 2014 年度まで増加し、2015 年度に減少に転じま
した。

○2016年度の二酸化炭素排出量は、2013年度に比べて、減少しています。
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■人口千人あたり自動車保有台数の推移 
資料：愛知県統計年鑑

■廃棄物部門の排出量の推移 
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〇可燃ごみの焼却量は、2009年度以降増減を繰り返しながら、概ね 9万 7千 t 9万 5千 tで推移して
います。

〇廃棄物の焼却による二酸化炭素排出量の主要な排出源となるプラスチック焼却量と可燃ごみ中のプラ
スチックの割合は、2009年度から 2014年度にかけて増加し、2015年度に減少に転じました。

○2013 年度と比較して、2016 年度では可燃ごみの焼却量は微減し、可燃ごみ中のプラスチックの割合
は減少しました。

○可燃ごみが減ったことよりも、プラスチックごみの分別等の取組推進により、可燃ごみ中のプラスチ
ックが減少したことが、二酸化炭素排出量の減少に影響したと考えられます。

■可燃ごみの焼却量、プラスチックの焼却量、可燃ごみ中のプラスチックの割合の推移 
資料：一宮市清掃対策課データ
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（６）その他ガス排出量の排出状況 
① メタン 
〇メタンの排出量は、2009年度から 2010年度までに増加し、2011年度から 2012年度までに減少した
後、2013年度に再び増加し、2016年度には減少しました。

○2013年度と比較して、2016年度のメタン排出量は増加しています。
〇メタン排出量の部門別構成比では、農業部門が約 49％を占めており、次いで、廃棄物部門が約 36％、
運輸部門（自動車）が約 15％となっています。

○近年では、農業部門と運輸部門（自動車）の排出量の増加が、全体の排出量の増加に影響しています。

〇農業部門の排出源別メタン排出量の推移をみると、水田からの排出量の増加が、農業部門のメタンの
排出量に大きな影響を与えています。

■メタン排出量の推移と部門別構成比 

■農業部門の排出源別メタン排出量の推移 
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〇廃棄物部門の排出源別メタン排出量の推移をみると、廃棄物の埋め立てに伴うメタン排出量と生活排
水処理に伴うメタン排出量の増加が、廃棄物部門のメタンの排出量に大きな影響を与えています。

② 一酸化二窒素 
〇一酸化二窒素の排出量は、2009 年度から 2014 年度まで微増が続き、2015 年度に大きく増加しまし
た。

〇一酸化二窒素排出量の部門別構成比では、運輸部門（自動車）が約 91％を占めており、主要な増加要
因となっています。

■廃棄物部門の排出源別メタン排出量の推移 

■一酸化二窒素排出量の推移と部門別構成比 
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〇廃棄物部門の一酸化二窒素の排出量は、2009年度以降減少傾向にあります。
〇一般廃棄物の焼却、下水処理及び生活排水処理に伴う一酸化二窒素の排出量が微減を続けており、こ
のことが廃棄物部門の一酸化二窒素の排出量の減少要因となっています。

■廃棄物部門の排出源別一酸化二窒素排出量の推移

■一宮市の温室効果ガス排出量のまとめ 
・2016 年度の温室効果ガス排出量は 2,448.3 千 t-CO2であり、1990 年度に対して 11.7 千 t-CO2
減少しているものの、近年は緩やかな増加傾向にあります。 

・温室効果ガス排出量の 95%以上を占める二酸化炭素排出量を部門別にみると、愛知県及び全国
に べて  家庭部 及び運輸部 に占める割合が きく、これらの部門の排出量は 2020 年度
対策ケースを大きく上回っていることもあり、対策の推進が期待されます。 

・  家庭部 における 酸化炭素排出量のエネルギー種別構成 をみると、電気が約 75%を占
めています。また、東日本大震災の発生とそれに伴う電力使用の自粛が広がった 2011 年度を境
に二酸化炭素排出量が減少に転じたことから、一人ひとりの節電意識による二酸化炭素排出量
の削減効果は大きいと考えられます。 

・また、世帯数は増加しているものの、世帯あたりの二酸化炭素排出量は減少しており、電化製
品の省エネ性能の向上も関係していると考えられます。 

・運輸部門における二酸化炭素排出量の増加には、自動車保有台数の増加が大きく関係していま
す。自動車を乗り換える際には電気自動車等のエコカーを選択する、目的地によっては自転車
や公共交通機関を積極的に利用するといった移動手段の選択の見直しも重要です。 

・廃棄物部門は、他の部門と比較すると排出量自体は多くありませんが、環境政策の大きな潮流
の一つであるプラスチックごみの分別・削減が排出量の増減に大きく寄与していることから、
こうした対策の推進も期待されます。
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    一宮市における気候変動の影響 
（１）平均気温等の長期変化 
○本市の近隣で古くから気象観測を行っている名古屋地方気象台の年平均気温の経年変化をみると、

100年あたり 2.1℃の上昇が確認されています。
○また、真夏日（最高気温 30℃以上の日）日数及び熱帯夜（最低気温 25℃以上の日）日数は増加傾向、
冬日（最低気温 0℃未満の日）日数は減少傾向にあります。

○さくらの開花は早まる傾向が現れており、50年あたり約 8日早くなっています。

■名古屋地方気象台の年平均気温の経年変化 
資料：気候変化レポート2018－関東甲信･北陸･東海地方－

■名古屋地方気象台の真夏日日数の経年変化（左）、熱帯夜日数の経年変化（右） 
資料：気候変化レポート2018－関東甲信･北陸･東海地方－

■名古屋地方気象台の冬日日数の経年変化（左）、さくらの開花日の経年変化（右） 
資料：気候変化レポート2018－関東甲信･北陸･東海地方－
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（２）分野別の気候変動の影響 
○本市において、これまでに生じている気候変動の影響、及び今後懸念される気候変動の影響について、
分野別（農業・ 産業、 環境・ 資源、 然 態系、 然災害、健康、産業・経済活動、市  活・
都市生活）に整理しました。

分野 項目 これまでに生じている影響 今後懸念される影響
農業・
水産業

農業（水稲、野菜、
果樹、飼料作物、
畜産など）

・水稲における一等米比率の低下
・乳用牛の乳量、乳成分の低下
・ジャンボタニシ、カメムシによる水
稲被害

・短期間による豪雨被害

・白未熟粒、胴割粒の発生による品質
低下

・乳用牛の乳量、乳成分の低下
・害虫の越冬
・極端な気象現象により渇水、多雨

水産業（漁業、養
殖業）

・ ・水温上昇による内水面漁業への影
響

水環境・
水資源

水環境（河川、湖
沼など）

・ ・水温の上昇による溶存酸素の低下
・溶存酸素消費を伴った微生物によ
る有機物分解反応の促進

・藻類の増加による異臭味の増加
水資源（水供給、
地下水・湧水など）

・ ・無降水日数の増加や積雪量の減少
による渇水の増加

自然生態系 自然環境（農地、
河川など）

・ ・気温上昇と水ストレスの増大によ
るスギ林の衰退

生態系（生きもの
など）

・ ・渡り鳥の飛行経路や飛来時期に変
化が生じることによる鳥インフル
エンザの侵入リスク

・水温上昇による内水面漁業への影
響

自然災害 洪水、浸水 ・ゲリラ豪雨
・浸水被害の発生

・スーパー台風の発生
・大雨の日数の増加
・豪雨の頻発による被害の増加

健康 暑熱（熱中症など）・気温の上昇に伴うリスクの高まり
・熱中症の死亡リスクの上昇
・熱中症患者の増加
・熱中症になる児童生徒の増加
・スポーツ施設と学校体育施設開放
（屋内運動場・運動場・武道場）で
の利用者が熱中症になるリスクが
ある

・園児の行動範囲制限や、エアコン使
用のための維持管理費（光熱水費
含）の上昇

・気候変動による温度の上昇によっ
て死亡のリスクが高まる可能性が
ある

・気候変動に伴う気温の上昇により
熱中症になる児童生徒が増加する
可能性がある

・猛暑日が増え、利用者の熱中症にな
るリスクが高まる

健康 感染症 ・気候変動による新たな感染症の発
生や拡大

・節足動物の分布可能域拡大

節足動物の分布可能域の更なる拡大
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分野 項目 これまでに生じている影響 今後懸念される影響
産業・
経済活動

第二次産業（製造
業、建設業）

・ ・平均気温の上昇による企業の生産
活動や生産設備の立地場所選定へ
の影響

第三次産業（サー
ビス業、観光業）

・イベントでの熱中症患者の発生 ・気候変動に伴う気温の上昇により
イベントでの熱中症患者の発生

市  活・
都市生活

都市インフラ、ラ
イフライン等

・ ・記録的豪雨による浸水、停電、渇水
や洪水、水質の悪化等による水道イ
ンフラへの影響、豪雨や台風による
切土斜面への影響

生物季節、伝統行
事･地場産業等

・ ・市 にとって 近なさくら、かえ
で、せみ等の動植物の生物季節の変
化

暑熱による生活へ
の影響等

・ ・都市化によるヒートアイランド現
象と気候変動による気温上昇によ
る、都市域での大幅な気温上昇への
懸念

■一宮市における気候変動の影響のまとめ 
・名古屋地方気象台の気象観測データから、真夏日及び熱帯夜日数は増加傾向に、冬日日数は減
少傾向にあることが分かっており、一宮市においても同様の傾向にあると考えられます。 

・ゲリラ豪雨の発生や熱中症患者の増加といった気候変動の影響も確認されていますが、農業・
水産業や自然生態系、水環境・水資源など、幅広い分野における気候変動の影響の情報収集を
進める必要があります。
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    地球温暖化に対する市民意識（市政アンケート調査） 
（１）調査概要 
○市 の皆さんの地球温暖化についての意識や、 頃実施している取り組み、市の地球温暖化対策に関
するご意見、ご要望を把握することにより、計画改定に伴う基礎資料とすることを目的として、平成
30（2018）年 11月 8日（木） 22日（木）にかけて、18歳以上の市 3,000人を対象とした市政ア
ンケート（郵送法・電子申請）を実施しました。

○回収数は 1,107人（うち電子申請 59人）で、回収率は 36.9%でした。

（２）調査結果 
① 地球温暖化についての意識
○地球温暖化が進んでいると感じている人は、「非常に感じる」「感じることもある」を合わせて、92.9%
でした。

○地球温暖化が進むと心配されることについては、「想定外の自然災害」が 89.5%と突出して高い結果に
なりました。

■地球温暖化が進んでいると感じるか（左）、地球温暖化が進むと心配されること（右） 
資料：第 15 回市政アンケート調査結果報告書
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② 地球温暖化防止への取り組み
○普段の暮らしの中で地球温暖化防止のために取り組んでいる人は約 8 割であり、「不要な照明は小ま
めに消す」「マイバッグなどを利用し、レジ袋削減に協力する」といった取り組みが多く挙げられまし
た。

③ 適応策についての認知度
○気候変動の影響への適応策について、「知らない」と回答した人は約 55%でした。
○年齢別にみると、若い世代で「知らない」の回答割合が高く、20歳代では約 7割の人が適応策を認知
していませんでした。

■地球温暖化防止のために取り組んでいるか（左）、どのようなことに取り組んでいるか（右） 
資料：第 15 回市政アンケート調査結果報告書

■適応策を知っているか（左）、適応策を知っているか：年齢別（右） 
資料：第 15 回市政アンケート調査結果報告書
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④ 今後の取り組みについて
○市が今後優先的に取り組むべきこととしては、緑地の保全など CO2吸収源対策の促進が 46.2%と最も
高くなっていました。

○市に求める適応策としては、「河川の堤防整備やハザードマップ作成などの【自然災害分野】」が 49.1%
と最も高く、次いで「熱中症対策・感染症対策の普及啓発などの【健康分野】」が 44.7%となっていま
した。

■市が今後優先的に取り組むべきこと（上）、市に求める適応策（下） 
資料：第 15 回市政アンケート調査結果報告書

■地球温暖化に対する市民意識のまとめ 
・回答者の 9割以上が、地球温暖化が進んでいると感じています。しかし、普段の暮らしの中で
地球温暖化防止のための取り組みを実践している人は 8割を下回っています。市   ひとり
が地球温暖化やその影響を「自分ごと」として捉え、地球温暖化防止のための取り組みを実践
していくことが重要です。 

・二酸化炭素排出量の排出削減に努めるとともに、排出された二酸化炭素が吸収・固定されるよ
う、緑地保全や緑化推進の取り組みも期待されています。 

・気候変動の影響への適応策について知らないと回答した人は 5割以上でした。想定外の自然災
害に対する備えや熱中症対策だけでなく、気候変動の影響を把握し、適応策とともに市 に対
して情報発信していくことが重要です。 
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 計画の目標・考え方 

    一宮市における気候変動対策の考え方 
○「第１章 計画策定の基本的事項」及び「第２章 一宮市における温室効果ガス排出量及び気候変動の
影響の現状」を踏まえ、本市における気候変動対策の考え方を以下に示します。

○本計画では、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出抑制につながる「緩和策」と、地球温暖化
による気候変動の影響に対する「適応策」を示していることから、広く気候変動対策と表現します。

考え方1 国や愛知県と同水準の温室効果ガス排出量の削減目標の設定
〇地球温暖化防止のための国際的な枠組みである「パリ協定」の採択を受けて、国が策定した「地
球温暖化対策計画」及び愛知県が策定した「あいち地球温暖化防止戦略 2030」では、いずれも
2030 年度における温室効果ガス排出量を 2013 年度比 26%削減する目標を掲げています。本
市（本計画）においても、国や愛知県と同水準の温室効果ガス排出量の削減目標を設定し、市
 ・事業者との協働により気候変動対策を推進します。

考え方2 「緩和策」と「適応策」を両輪とした気候変動対策の推進
○農作物の品質低下、ゲリラ豪雨の発生、熱中症患者の増加など、気候変動の影響は私たちの暮
らしの様々なところに既に現れています。本計画では、「一宮市地球温暖化対策実行計画（区
域施策編）」と「一宮市気候変動適応計画」を合わせて一体的に策定し、温室効果ガスの排出抑
制に向けた「緩和策」とともに、既に現れている、あるいは、今後現れるであろう気候変動の
影響への「適応策」も含めて、総合的な気候変動対策に取り組みます。

考え方3 現状分析を踏まえたメリハリのある気候変動策の推進
〇国や愛知県と同水準の温室効果ガス排出量の削減目標を掲げ、その目標を達成するためには、
気候変動対策を総合的かつ戦略的に推進する必要があります。温室効果ガス排出量が増加傾向
にある分野や他都市と べて排出割合の い分野など、削減ポテンシャルの い分野や市 ・
事業者の関心が高い分野を明確にし、計画期間中に重点的に推進する取り組みを明確にするな
ど、メリハリをつけて気候変動対策に取り組みます。

考え方4 持続可能な開発目標（SDGs）達成を見据えた計画の推進
〇国内外の動向を踏まえると、持続可能な開発目標（SDGs）の考え方を本計画に位置づけてい
くことは、計画策定における重要事項の一つです。各施策が SDGsのどのゴールの達成に結び
つくかを明確にするとともに、複数の課題の同時解決を目指す「統合性」を踏まえ、経済面、
社会面のゴールの達成や、課題解決につながるかを整理します。

第3 章 

3-1
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    温室効果ガス排出量の将来推計及び削減目標 
（１）温室効果ガス排出量の将来推計の考え方 
○温室効果ガスの排出量の将来推計は、まず、最新年度である 2016 年度の温室効果ガス排出量の算定
結果を元に、温室効果ガス排出量の削減の取り組みを全く行わなかった場合（現状趨勢ケース）の将
来値を算出します。

〇温室効果ガス排出量の削減の取り組みを行った場合（対策実施ケース）の将来排出量は、現状趨勢ケ
ースの将来排出量の推計結果から、対策を行った場合に期待される温室効果ガスの削減量を差し引く
ことで算出します。

〇対策実施ケースの将来排出量を元に、国の「地球温暖化対策計画」の基準年度である 2013年度からの
削減率を求め、削減目標を検討します。

【将来推計のイメージ】 

3-2
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（２）温室効果ガス排出量の将来推計（現状趨勢ケース） 
○現状趨勢ケースの温室効果ガス排出量は、2016年度の各部門の温室効果ガス排出量に関連する指標の
伸び率を乗じることで算定します。

部門 将来推計の考え方

全体 ○電力の排出係数は 2030 年度に 0.37kg-CO2/kWh となるものとして、各部門の排出係
数の変化による。

産
業
部
門

製造業

○製造品出荷額あたりの排出量が 2016年度で一定とする。
○2009年から 2017年までの製造品出荷額の推移を元にロジスティック関数 y=k/(1+e-a-

bx)によるモデルでパラメータ推定。（y:製造品出荷額、k：収束値、x：年度）
○収束値は、世界同時不況発生前の 2007年の製造品出荷額を使用する。
○各年度の製造品出荷額の推計値に製造品出荷額あたりの排出量を乗じて将来排出量を
推計する。

農林水産業 ○2016 年度と同程度の規模で活動が行われると仮定し、排出量は 2016 年度の値で一定
とする。

建設業・鉱業 ○2016 年度と同程度の規模で活動が行われると仮定し、排出量は 2016 年度の値で一定
とする。

  家庭部 
○人口 1人あたりの排出量が 2016年度で一定とする。
○国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推
計）』の将来人口に人口 1人あたりの排出量を乗じて、将来排出量を推計する。

民
生
業
務
部
門

業務（焼却
施設以外）

○『EDMC エネルギー・経済統計要覧』の 2016 年の全国の業務系延床面積と資源エネ
ルギー庁の『 期エネルギー需給 通し関連資料（平成 27年 7月）』の 2030年の業
務系延床面積から業務系延床面積の増加率を算出する。

○業務系増加率を 2016年の排出量に乗じて、2030年の排出量を推計する。

焼却施設 ○2016 年度と同程度の規模で活動が行われると仮定し、排出量は 2016 年度の値で一定
とする。

運
輸
部
門

自動車
○人口 1人あたりの排出量が 2016年度で一定とする。
○国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推
計）』の将来人口に人口 1人あたりの排出量を乗じて、将来排出量を推計。

鉄道 ○2016 年度と同程度の規模で活動が行われると仮定し、排出量は 2016 年度の値で一定
とする。

廃棄物部門

○人口 1人あたりの排出量が 2016年度で一定とする。
○国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推
計）』の将来人口に人口 1人あたりの排出量を乗じて、将来排出量を推計。

○2050年の人口は 2045年の推計値で代用する。
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○現状趨勢ケースの温室効果ガス排出量は以下のとおりであり、2030年度の温室効果ガス排出量の推計
値は 2,294.7千 t-CO2となり、2013年度比で約 4％の減少となりました。

〇電力排出係数の減少と人口減少が温室効果ガス排出量の減少の主な要因です。

－3.9％ 
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（３）温室効果ガス排出量の将来推計（対策実施ケース） 
① 技術の進展、普及等による削減効果
○産業部 や  家庭部 、  業務部 、運輸部 において、高効率機器や次世代自動車の購入補助
などの取り組みにより、技術の進展や機器の普及が進むものとし、国の「地球温暖化対策計画」で想
定する削減効果の平均的な効果が本市でも期待されると仮定して、削減効果を推計します。

〇国の「地球温暖化対策計画」の算定根拠に記載されている、削減量の見込みを国と本市の人口や製造
品出荷額などの指標の比率で按分して算出します。以下に、削減効果の推計の過程を記載します。

■産業部門：国と一宮市の製造品出荷額の将来予測値の比率で削減効果を案分 

国の施策の内容 
（産業部門） 

一宮市における削減効果の推計 

①日本全体 削減量
[ｔ－ＣＯ2］ 

②日本全体の製造品
出荷額[万円] 

③一宮市の製造品 
出荷額[万円] 

④一宮市 削減量
[ｔ－ＣＯ2］ 

高効率空調 導入 890,000 33,356,878,201 58,228,273 1,554 
産業用照明の導入 4,300,000 33,356,878,201 58,228,273 7,506 

低炭素工業炉の導入 30,930,000 33,356,878,201 58,228,273 53,992 

産業用モーターの導入 6,610,000 33,356,878,201 58,228,273 11,539 

高性能ボイラーの導入 4,679,000 33,356,878,201 58,228,273 8,168 

ＦＥＭＳ 利用  徹底的 
     管理 実施

2,300,000 33,356,878,201 58,228,273 4,015 

合計       86,773 

■民生家庭部門：国と一宮市の人口の将来予測値の比率で削減効果を案分 

国の施策の内容 
（民生家庭部門） 

一宮市における削減効果の推計 
①日本全体 削減量
[ｔ－ＣＯ2］ 

②日本全体の 
将来人口[人] 

③一宮市の 
将来人口[人口] 

④一宮市 削減量
[ｔ－ＣＯ2］ 

       制度等   
機器 省  性能向上（家庭部門）

4,830,000 53,484,000 379,347 34,258 

高効率給湯器 導入 6,170,000 53,484,000 379,347 43,762 

高効率照明 導入 9,070,000 53,484,000 379,347 64,331 

HEMS          利用
した家庭部門における徹底的な 
     管理 実施 導入

7,100,000 53,484,000 379,347 50,358 

合計    192,709 
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■民生業務部門：2016 年の業務系床面積の国と一宮市の比率で削減効果を案分 

国の施策の内容 
（民生業務部門） 

一宮市における削減効果の推計 
①日本全体 削減量
[ｔ－ＣＯ2］ 

②日本全体の 
業務系床面積[㎡] 

③一宮市の 
業務系床面積[㎡] 

④一宮市 削減量
[ｔ－ＣＯ2］ 

業務用給湯器の導入 1,550,000 1,892,520,000 3,172,497 2,598 

高効率照明 導入 9,910,000 1,892,520,000 3,172,497 16,612 
BEMS  活用 省  診断等 通  
徹底的      管理 実施

10,050,000 1,892,520,000 3,172,497 16,847 

       制度等   機器 省  
性能向上（業務その他部門） 

17,060,000 1,892,520,000 3,172,497 28,598 

合計    64,656 

■運輸部門：国と一宮市の人口の将来予測値の比率で削減効果を案分 

国の施策の内容 
（民生業務部門） 

一宮市における削減効果の算定 
①日本全体 削減量
[ｔ－ＣＯ2］ 

②日本全体の 
将来人口[人] 

③一宮市の 
将来人口[人口] 

④一宮市 削減量
[ｔ－ＣＯ2］ 

次世代自動車 普及 燃費改善 23,790,000 53,484,000 379,347 168,736 

合計    168,736 
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② 市民の生活での取り組みによる削減効果
○市からの省エネやごみの削減に向けた意識啓発、情報提供や自動車に依存しないまちづくりなどの取
り組みにより、市 の 活 動が変わることを仮定して、期待される削減効果を推計します。以下に、
削減効果の推計の過程を記載します。

部門 取組内容 削減量 推計 考 方
削減量 
（t-CO2) 

民生家庭部門 
家庭 1世帯あたり 1日 20分程度 電力
使用を控える。 

民生家庭部門   排出量 1％削減 2,044.2 

運輸部門 
自動車 

自動車 利用 月   約 1日分減らす。 運輸部門   排出量 3％削減 13,369.4 

廃棄物部門 1 人 1日 53ｇのごみを削減する。 
53ｇ×将来人口×365 日×ごみ焼却の排
出係数 

3,372.3 

③ 対策実施ケースの将来排出量
○対策実施ケースにおける 2030年度の温室効果ガス排出量は 1,762.0千 t-CO2と推計され、2013年度
比では、26.2％の削減が期待されます。

－26.2％ 
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（４）温室効果ガス排出量の削減目標 
○計画目標として 2030年度、 期 標として 2050年度の温室効果ガス排出量を設定します。
〇国の「地球温暖化対策計画」では、2030年度の温室効果ガス排出量を 2013年度比で 26％削減するこ
と、2050 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 80％削減することを目標に掲げています。ま
た、愛知県の「あいち地球温暖化防止戦略 2030」においても、2030年度の温室効果ガス排出量を 2013
年度比で 26％削減することを目標に掲げています。

〇本市における対策実施ケースの 2030 年度の温室効果ガス排出量が 2013 年度比で 26％程度の減少と
なることが予測されたことから、本市においても、国や愛知県と同水準の削減目標とすることとしま
す。

＜温室効果ガス排出量の削減目標＞ 

【計画目標】 
2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で26％削減する 

【長期目標】 
2050 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で80％削減する 
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    気候変動の影響の将来予測及び適応のあり方 
（１）気候変動の影響の将来予測 
○国が運営する気候変動の影響への適応の取り組みを支援する「気候変動適応情報プラットフォーム（A-

PLAT）」で公開されている、気候変動の影響の将来予測結果を以下に示します。
○各グラフの判例にある「RCP」とは Representative Concentration Pathways（代表的濃度経路）の
略称であり、RCPに続く数値が大きいほど 2100年における地球温暖化を引き起こす効果が大きいこ
とを示しています。

○例えば、愛知県の将来の年平均気温のグラフを見ると、RCP8.5シナリオでは、地球全体の平均気温上
昇量は 2.6℃ 4.8℃とされていますが、愛知県では約 3.5℃ 6.5℃の上昇が予測されています。また、
熱中症搬送者数のグラフを見ると、CP8.5シナリオでは、熱中症搬送者数が約 2.3倍 8.0倍になると
予測されています。

■気候変動の影響の将来予測（年平均気温、熱中症搬送者数） 
資料：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）

3-3
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（２）気候変動の影響への適応のあり方 
○気候変動の影響の内容や規模、それに対する脆弱性は、影響を受ける地域の気候条件、地理的条件、
社会経済的条件等の地域特性によって大きく異なり、早急に対応を要する分野等も地域特性により異
なります。

○「あいち地球温暖化防止戦略 2030」に示されている適応策の推進方針を以下に示します。本市では、
気候変動の影響の把握と適応策の情報発信が特に重要であるという考えから、愛知県の推進方針を踏
まえ、①現在の気候変動の状況とその影響の整理、④科学的意見の収集と情報共有を優先して取り組
みます。

①現在の気候変動の状況とその影響の整理 
○適応策の検討にあたっては、地域における現在の気候変動の状況とその影響について把握する
必要があります。気温や降水量、極端な気象現象等の気候変動の現況と、気候変動に伴って生
じている様々な影響がどのような分野で現れているかについて整理します。

②将来の気候変動とその影響の予測の整理 
○将来の気候変動とその影響の予測についても把握する必要があります。地域における気温や降
水量等がどのように変動すると予測されているか、それに関連してどのような影響が現れると
懸念されるかについて、気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト等の情報を活用し
て整理します。

○また、将来の予測される被害やリスクに対する重大性、緊急性などの評価を整理します。

③適応策の体系化 
○②の結果を踏まえ、本県にとって特に優先度の高い分野や項目を特定するとともに、気候変動
に対する脆弱性を低減し強靱性を確保できるよう、県の取り組みに対し適応の考え方を反映さ
せます。

④科学的知見の収集と情報共有 
○気候変動は予測の変動の幅が大きく不確実性が伴うため、一定の不確実性がある中で適応策を
検討していく必要があります。そのため、最新の観測情報や科学的知見の収集に努め、状況に
応じて対応を変化させていくなど柔軟に適応策を進めていきます。

○また、適応策は、 政だけではなく、県 や事業者が主体的に取り組むことが重要であること
から、広く情報提供や普及啓発を図ります。
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 気候変動対策への取り組み 

    取組体系 
○「3-1 一宮市における気候変動対策の考え方」を踏まえ、気候変動対策への取り組みとして、地球温
暖化の「緩和策」と、気候変動の影響への「適応策」に取り組みます。

○「緩和策」については、「地球温暖化対策推進法」第 21条第 3項に掲げられている、再生可能エネル
ギーの利 促進、区域の事業者・住 の活動促進、地域環境の整備及び改善、循環型社会の形成に基
づく各種施策に取り組みます。

○「適応策」については、市 の関 が い 然災害や健康分野をはじめ、農業・ 産業や 環境・ 
循環などの７分野に基づく各種施策に取り組みます。

○また、温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向けて、気候変動対策を総合的かつ戦略的に推進する
ため、「第２章 一宮市における温室効果ガス排出量及び気候変動の影響の現状」を踏まえ、重点的に
推進する取り組みを設定します。

〇「緩和策」については、基本的な取り組みの中から重点
的に推進する取り組みを抽出し、「適応策」については、
気候変動の影響の把握と啓発に関する取り組みを重点
的に推進する取り組みとして位置づけます。

第4 章 

4-1

【重点的に推進する取り組み】

【一宮市における温室効果ガス排出量及び気候変動の影響の現状】
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＜取組体系＞ 

(1)重点的に推進する取り組み（削減ポテンシャルや市民の関心が高い取り組

(1)重点的に推進する取り組み（気候変動の影響の把握と啓発に関する取り組

基本的な取り組み

基本的な取り組み
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    持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けて 
○本計画では、計画に位置づける気候変動対策への取り組みと持続可能な開発目標（SDGs）の 17のゴ
ールの関係を明確にすることで、気候変動対策への取り組みの実施によって SDGsの達成を目指すと
ともに、市、市 及び事業者の意識啓発を図ることとします。

○SDGsの 17のゴールを環境、経済、社会の三側面とガバナンス（主体的な参画、合意形成、意思決定
による統治）に分類すると以下のようになります。気候変動対策への取り組みが本市の環境面、経済
面、社会面の向上、課題の解決にどのようにつながるか分かるように、次頁以降に示す各取り組みに
ついて、以下の SDGsの番号で示します。なお、気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を
講じることを目指している「ゴール 13（気候変動）」は全ての取り組みに関係することから、これ以
外の SDGsの番号を示しています。

環境面 安全な水とトイレ 
を世界中に

エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに

つくる責任 
つかう責任

気候変動に 
具体的な対策を

海の豊かさを 
守ろう

緑の豊かさも 
守ろう

経済面 働きがいも 
経済成長も

産業と技術革新の 
基礎をつくろう

社会面 貧困をなくそう 飢餓をゼロに 
すべての人に 
健康と福祉を

質の高い教育を 
みんなに

ジェンダー平等を 
実現しよう

住み続けられる 
まちづくりを

ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ 人や国の不平等 
をなくそう

平和と公正を 
すべての人に

パートナーシップで 
目標を達成しよう

4-2
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    地球温暖化の「緩和策」の推進 
（１）重点的に推進する取り組み（削減ポテンシャルや市民の関心が高い取り組み）
○温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向けて、気候変動対策を総合的かつ戦略的に推進するた
め、削減ポテンシャルの い分野や市 ・事業者の関 が い分野の取り組みとして、①市 ・事
業者の節電意識の向上及び行動の実践につながる取り組み、②電化製品等の省エネ化につなが
る取り組み、③移動手段の見直しにつながる取り組み、④プラスチックごみの分別・削減につ
ながる取り組み、⑤二酸化炭素排出量の吸収・固定につながる取り組みを重点的に推進しま
す。 

① 市民・事業者の節電意識の向上及び行動の実践につながる取り組み 
② 電化製品等の省エネ化につながる取り組み 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
省エネルギー型ライ
フスタイルの普及促
進 

市 の省エネルギー型ライフスタイルへの転換、普及促進を図り
ます。
 ・冷暖房機の適正な利用
 ・省エネラベルなどを参考にした家電製品の購入や適正な使用
 ・ガス調理器、給湯器等の適正な使用
 ・地産地消の促進
 ・省エネルギー型家電製品の購入
 ・LED（発光ダイオード）照明灯の切替
 ・省エネナビの導入、省エネ診断の促進
 ・省エネルギー住宅の導入

省エネルギー型事業
活動の普及促進 

事業者の省エネルギー型事業活動への転換、普及促進を図ります。
 ・建築物の高断熱化・自然光の積極利用
 ・公共交通機関の利用促進
 ・工場、事業所でのエネルギー使用合理化の徹底
 ・省エネルギー、再生可能エネルギーに関する設備、機器の導入

や技術開発等の促進
 ・農林水産業者における省エネ型生産の促進
 ・廃熱利用
 ・排出係数の低い燃料への転換
 ・電力利用設備の向上（高効率モーターの導入、モーターのイン

バーター制御）
 ・昼休み中の消灯や部分消灯の実施
 ・OA機器のこまめな電源 OFF 
 ・CASBEEあいちの活用促進

4-3
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③ 移動手段の見直しにつながる取り組み 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
自動車利用の見直し
の促進 

自動車利用の見直しを促進します。
 ・低公害車・低燃費車の導入
 ・用途や家族構成に合わせた大きさの自動車の選択

低公害車･低燃費車
の普及促進 

低公害車・低燃費車の普及を図るため、公用車のうち一般車両は率
先して低公害車・低燃費車の導入に努めます。また、環境性能・燃
費性能に優れた自動車の開発状況により、一層環境に配慮した新車
種の導入に努めます。

公共交通機関の利用
促進 

地域・交通事業者・市が連携・協働し、利便性の高い持続可能な公
共交通ネットワークを整備することで、自動車利用の抑制を目指し
ます。

コミュニティバス･
コミュニティタクシ
ーの運行

第 2次 宮市公共交通計画に基づき、ｉ バス・ｉ バスミニを運
行します。

自転車利用の促進 歩行者や自転車が安全に移動できる道路整備を進めて、自転車の利
用促進により自動車の依存度の低減を図ります。

④ プラスチックごみの分別・削減につながる取り組み 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
ごみの減量やリサイ
クルの推進 

○一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づいて、ごみの減量やリサ
イクルを推進し、将来に向かって循環型社会を形成していきま
す。

○「1人 1日 53gごみ減量」を目指し、施策を実施します。
○ごみの分別の徹底やごみ出しマナーの向上を図るため、市 に
情報発信し、ごみの減量を促進します。

⑤ 二酸化炭素排出量の吸収・固定につながる取り組み 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
緑化重点地区におけ
る積極的な緑の保
全･創出

市街化区域等の緑化区域指定を想定し検討していく中で、緑化重点
地区を市域全体と定め、積極的な緑の保全・創出に努めます。

公共施設における緑
の保全

公園や市の施設等で地域の緑を保全します。

民有地における緑化
活動への支援

 有地において、 定規模かつ優秀な緑化を う に経費の 部を
補助します。
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（２）再生可能エネルギーの利用促進 
○石炭や石油といった化石燃料の使用によるエネルギー供給は、温室効果ガスの排出につながりま
す。太陽光や太陽熱、風力といった再生可能エネルギーの導入の促進や、エネルギーの有効利用に
よって、温室効果ガス排出量の排出削減を図ります。

① 再生可能エネルギーの導入促進 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
公共施設の更新時に
おける再生可能エネ
ルギーの導入

施設の新築及び改築に伴い、太陽光発電･雨水利用設備及び省エネ･
高効率器具の積極的採用等環境に配慮した設計に心がけます。
また、LED照明器具は、主照明への導入を進めます。

環境に配慮した施設
づくりの推進 

学校施設の新増改築に際して、照明器具や冷暖房等の設備機器の高
効率化、太陽光発電システム等の再生可能エネルギーの導入等、環
境に配慮した施設づくりに取り組みます。

② エネルギーの有効活用の推進 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
エネルギーの有効活
用

焼却施設のエネルギーをエコハウス 138 の温水プールや環境セン
ターの空調等に利用していきます。

【市民の取り組み】 

【事業者の取り組み】 

○太陽光発電システムなど再生可能エネルギーの導入だけでなく、従来の様々なエネルギー技術を組

み合わせるなど工夫して温室効果ガスの抑制に取り組みます。 

○電力の小売業者を選択する時は、再生可能エネルギーによる電力供給がされているかを考慮しま

す。



51 

（３）区域の事業者・住民の活動促進 
○家庭や事業所でのエネルギーの利用に伴い、温室効果ガスが排出されています。東日本大震災の発
生とそれに伴う電力使用の自粛が広がった 2011 年度を境に  家庭部 における 酸化炭素排出量
が減少に転じたことから、一人ひとりの節電意識による二酸化炭素排出量の削減効果は大きいと考
えられます。必要以上のエネルギーの使用を抑えたり、省エネルギー型の電化製品や設備へ更新す
るなど、省エネルギー型のライフスタイル、事業活動を促進します。 

① 省エネルギー型ライフスタイル・事業活動の普及促進 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
省エネルギー型ライ
フスタイルの普及促
進 

市 の省エネルギー型ライフスタイルへの転換、普及促進を図ります。
 ・冷暖房機の適正な利用
 ・省エネラベルなどを参考にした家電製品の購入や適正な使用
 ・ガス調理器、給湯器等の適正な使用
 ・地産地消の促進
 ・省エネルギー型家電製品の購入
 ・LED（発光ダイオード）照明灯の切替
 ・省エネナビの導入、省エネ診断の促進
 ・省エネルギー住宅の導入

グリーン購入の推進 環境への負荷ができるだけ少ないものを購入する「グリーン購入」
を推進します。

自動車利用の見直し
の促進 

自動車利用の見直しを促進します。
 ・低公害車・低燃費車の導入
 ・用途や家族構成に合わせた大きさの自動車の選択

低公害車･低燃費車
の普及促進 

低公害車・低燃費車の普及を図るため、公用車のうち一般車両は率
先して低公害車・低燃費車を導入します。また、環境性能・燃費性
能に優れた自動車の開発状況により、一層環境に配慮した新車種の
導入に努めます。

省エネルギー型事業
活動の普及促進 

事業者の省エネルギー型事業活動への転換、普及促進を図ります。
 ・建築物の高断熱化・自然光の積極利用
 ・公共交通機関の利用促進
 ・工場、事業所でのエネルギー使用合理化の徹底
 ・省エネルギー、再生可能エネルギーに関する設備、機器の導入

や技術開発等の促進
 ・農林水産業者における省エネ型生産の促進
 ・廃熱利用
 ・排出係数の低い燃料への転換
 ・電力利用設備の向上（高効率モーターの導入、モーターのイン

バーター制御）
 ・昼休み中の消灯や部分消灯の実施
 ・OA機器のこまめな電源 OFF 
 ・CASBEEあいちの活用促進

重
点

重
点

重
点

重
点
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取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
住宅用地球温暖化対
策設備の設置補助

住宅用地球温暖化対策設備を設置する方に、経費の一部を補助しま
す。

② 環境教育・環境学習の推進 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
小中学校における環
境教育･環境学習の
推進 

○小学校全体及び中学校の一部において、緑のカーテン・ヤゴ救
出作戦･エコスクール運動などに取り組み環境教育・環境学習を
推進します。

○小学校・中学校の標準的な環境教育のカリキュラムを適宜見直
します。

○各校で地域の特性を活かし環境教育に取り組んでいます。【蛍の
育成・みどりのカーテンの活用・リサイクルの推進など】

○小中学校などに環境に関する教材を配布するなどの支援を行い
ます。

保育園･幼稚園にお
ける環境教育の推進 

○保育室に分別用ゴミ箱を設置したり、工作等で余った紙類を再
利用したりするなど、園生活の中で、園児に資源の大切さを伝え
ます。

○ゴーヤやアサガオ等を園児とともに育てる緑のカーテン事業を
通じて、園児に自然環境の大切さを伝えます。

○保育園などに環境に関する教材の配布や、講座実施の費用の一
部補助などの支援を行います。

エコスクール運動の
推進

「エコスクール運動」を通して、省エネルギー、省資源、ごみの減
量などに関する普及･啓発活動を推進します。

あらゆる年代を対象
とした環境教育の推
進

あらゆる年代を対象とした、環境学習講座を実施します。

子ども向け環境学習
イベントの開催

子どもへの環境啓発のため、「子ども向け環境学習イベント  エコ
フェス 」を実施します。

生涯学習出前講座
「いちのみや出前一
聴」への講師派遣

生涯学習出前講座「いちのみや出前一聴」に講師を派遣し、環境学
習の充実を図ります。

環境センターの見学
会の実施 

環境センターの見学を通し、ごみに関する意識を高めます。

エコハウス138の見
学会の実施 

エコハウス１３８の見学を通し、自然エネルギーについての理解を
深めます。
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③ 環境に関する情報の発信、意識啓発 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
環境に関する普及･
啓発活動の実施 

○環境に関する普及･啓発活動を推進し、市 意識の 揚を図りま
す。

○消費生活フェアに出展し、環境関連の啓発に努めます。
○環境月間（10月）に行うイベントをとおして、環境事業の啓発
に努めます。

環境に関する情報の
収集･提供

○環境保全に関する情報を、ウェブページを活用し周知します。
○環境かわら版を発行し、情報の発信に努めます。

【市民の取り組み】 

○地球温暖化防止に配慮したライフスタイルを実行します。 

○エネルギー使用量を把握し、エネルギーの無駄遣いがないか確認します。 

○省エネ診断を積極的に受診し、受診結果やアドバイスを参考に、省エネ機器の導入・更新や省エネ

行動の実践に努めます。 

○照明器具を LED 照明に取り換える、家電や給湯器を買い替える時は高効率エネルギーの商品を選択

するなど、省エネ設備を導入します。 

○グリーン購入を意識して取り組みます。 

○アイドリングストップなどのエコドライブを心がけます。 

○自動車を乗り換える時は、電気自動車等のエコカーを選択します。 

○環境に関心を持ち、環境学習やこどもエコクラブに参加するなど、環境モラルを高め、実践してい

きます。 

【事業者の取り組み】 

○ISO14001 やエコアクション 21 等の環境マネジメントシステムの導入に取り組みます。 

○自主行動計画等の策定及び推進を図ります。 

○省エネ診断を積極的に受診し、受診結果やアドバイスを参考に、省エネ機器の導入・更新や省エネ

行動の実践に努めます。 

○照明器具を LED 照明に取り換えるなど、省エネ設備･高効率機器の導入を推進します。 

○アイドリングストップなどのエコドライブを心がけます。 

○会社で取り組んでいる環境に配慮した事例の公開、情報発信に取り組みます。 
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（４）地域環境の整備及び改善 
○公共交通機関の利便性向上やコンパクトシティの形成、身近な緑の保全と創出といった取り組み
は、安全で快適なまちづくりだけでなく、温室効果ガスの排出抑制や吸収にもつながります。地域
環境の整備や改善により、環境にやさしいまちづくりを推進します。

① 公共交通ネットワークの維持 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
公共交通機関の利用
促進 

地域・交通事業者・市が連携・協働し、利便性の高い持続可能な公
共交通ネットワークを整備することで、自動車利用の抑制を目指
します。

コミュニティバス･
コミュニティタクシ
ーの運行

第 2 次 宮市公共交通計画に基づき、ｉ バス・ｉ バスミニを
運行します。

② 自転車利用環境の向上 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
自転車利用の促進 歩行者や自転車が安全に移動できる道路整備を進めて、自転車の

利用促進により自動車の依存度の低減を図ります。

③ 歩いて暮らせるまちづくりの推進 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
歩いて暮らせるまち
づくりの推進 

「一宮市都市計画に関する基本的な方針（一宮市都市計画マスタ
ープラン）」及び「一宮市立地適正化計画」に基づき、各拠点への
集約を図るとともに、これらを公共交通で結ぶことにより、持続
可能な都市構造による歩いて暮らせるまちづくりを目指します。

コンパクトシティ形
成につながる施策の
推進

「一宮市中心市街地活性化基本計画」策定事業の中で検討します。

④ 安全･快適な都市環境の整備 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
LED照明の導入 ○道路照明灯を新設・修繕する際には、LED照明にします。

○駐輪場の照明をすべて LED照明に切り替えます。
○公園に新設する照明は LED照明にします。

LED照明等の導入補
助

商工団体が設置する街路灯及びアーケードへの LED 照明等の設
置経費の一部を補助します。

LED防犯灯の設置補
助

LED防犯灯を新設する町内会に、経費の一部を補助します。

重
点

重
点

重
点
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取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
道路整備や交差点改
良

交通流を改善し、自動車排気ガスの排出量を減らします。

⑤ みどりあふれるまちづくりの推進 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
水と緑で人がつなが
るまちづくりの推進 

木曽川の水辺空間を軸とした生物多様性の確保、都市型災害への
対応に向けたグリーンインフラの充実、魅力溢れる緑地空間の確
保、地域の特色を生かした水と緑の既存ストックの保全と活用、
市 と地域がまとまり、つながるコンパクトなまちづくりとの連
携、市 や 間企業を始めとした多様な主体との連携・協働の６
つの視点から、緑のまちづくりの推進を図ります。

水と緑のネットワー
クの形成 

農業用水路の上部や堤塘敷等を利用して、可能な範囲で緑道整備
（緑の回廊）等を図り、「水と緑のネットワーク」の形成を目指し
ます。

環境に配慮した農地
利用の促進

一宮農業振興地域整備計画に基づき、環境に配慮した有効な農地
利用を促します。

緑道の整備 緑道（緑があふれる歩道）を整備します。

道路緑化の推進 都市計画道路の整備に合わせ、道路の緑化に努めます。

緑化重点地区におけ
る積極的な緑の保
全･創出

市街化区域等の緑化区域指定を想定し検討していく中で、緑化重
点地区を市域全体と定め、積極的な緑の保全・創出に努めます。

公共施設における緑
の保全

公園や市の施設等で地域の緑を保全します。

尾張一宮駅前のパテ
ィオ（屋上庭園）の管
理

尾張一宮駅前のパティオ（屋上庭園）を管理し、緑を保全します。

学校ビオトープの整
備

造成した学校ビオトープ（トンボ池など）を維持し、地域の植生を活
かした森づくりを推進します。

小学校入学児童への
苗木配布

小学校入学児童を対象に苗木を配布し、緑化を推進します。

保育園の緑化 市立保育園の園庭の芝生を保全します。

花いっぱい運動の推
進

花いっぱい運動として、幼稚園、保育園、小・中学校、花作り団体
等に花苗を配布し、緑化を推進します。

緑化活動の推進 みどりの少年団育成事業を実施し、学習・野外活動等の緑化活動
を通じ、自然を愛する心豊かな少年少女を育成します。

重
点

重
点
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取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
民有地における緑化
活動への支援

 有地において、 定規模かつ優秀な緑化を う に経費の 部
を補助します。

事業所のおける緑化
活動への支援

事業所等において、一定規模かつ優秀な緑化を行う方に経費の一
部を補助します。

市内小学校における
緑のカーテンの普及 

○学校内に、緑のカーテンを設置するなど緑を増やします。
○「緑のカーテンについて考えよう講座」などの講座を市内小学
校で開催します。

イベント等での緑化
の啓発･推進 

○いちのみやリバーサイドフェスティバル等の参加者に花苗や苗
木を配布したり、緑化を体験する機会を提供し、緑化の啓発と推
進を行います。

○いちのみやリバーサイドフェスティバル、いちのみや秋の緑化
フェア、ホタル観賞の夕べを開催し、環境改善や緑化の啓発に努
めます。

【市民の取り組み】 

○近距離の移動は、できる限り徒歩や自転車等の利用を心がけます。 

○マイカーの過度な利用を控え、公共交通機関を利用します。 

○積極的に緑化活動に参加します。 

【事業者の取り組み】 

○荷物の搬入搬出や社用車の管理などを効率的に行うだけでなく、自転車通勤の奨励など、総合的な

点検や見直しに努め、環境に配慮していきます。 

○マイカー通勤を抑制するため、エコ通勤の普及に取り組みます。 

○事業所等の緑化に努めます。 

重
点
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（５）循環型社会の形成 
○本市では、環境負荷の少ない循環を基調としたまちづくりに向けて、Refuse（リフューズ）、Reduce
（リデュース）、Reuse（リユース）、リサイクル（リサイクル）の 4Rを推進しています。4Rの推進
による可燃ごみ排出量の削減やプラスチック類の分別排出などにより、温室効果ガス排出量の削減
に取り組みます。

① 4R の推進 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
ごみの減量やリサイ
クルの推進 

○一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づいて、ごみの減量やリサ
イクルを推進し、将来に向かって循環型社会を形成していきま
す。

○「1人 1日 53gごみ減量」を目指し、施策を実施します。
○ごみの分別の徹底やごみ出しマナーの向上を図るため、市 に
情報発信し、ごみの減量を促進します。

生ごみコンポスト･
処理機の購入補助

生ごみコンポストや電動生ごみ処理機の購入を補助します。

粗大ごみのリサイク
ル品の展示･譲渡

リサイクルの推進を図るため、粗大ごみのリサイクル品（自転車
や家具）を展 し、２か ごとに抽選で市 に譲り渡しています。

ごみ減量親子モニタ
ーの育成

ごみ減量親子モニターを育成し、ごみ減量の理解と行動を促進し
ます。

町内等でのごみ減量
に向けた自立活動の
支援

町内会、子ども会、PTAなど、市 が主体となり うごみ減量（資
源回収）の取り組み、自立活動を支援します。

廃棄物減量等推進員
制度の充実

廃棄物減量等推進員制度を充実させ、町内でのごみ出しマナー、
ごみ減量への取り組みを支援します。

【市民の取り組み】 

○ごみを減らすために、不要なものを断り、ごみの発生量を減らす「Refuse（リフューズ）」、ごみを

増やさない生活をする「Reduce（リデュース）」、使えるものは繰り返し使用する「Reuse（リユー

ス）」リサイクルで資源を有効利用する「Recycle（リサイクル）」の 4Rに取り組みます。 

○ごみの分別の徹底やごみ出しマナーの向上を図ります。 

【事業者の取り組み】 

○ごみを出さない、ものを生かす活動を実践します。 

○レジ袋有料化などを実施し、ごみの減量に努めます。 

○事業所から出るごみの量や発生要因を把握し、ごみの減量化に努めます。 

○産業廃棄物等は、法令等に基づき適正に処分します。 

重
点



58 

    気候変動の影響への「適応策」の推進 
（１）重点的に推進する取り組み（気候変動の影響の把握と啓発に関する取り組み）
○本市における気候変動の影響を把握した上で、適切な適応策を市 ・事業者との連携のもと実施していく
ため、「あいち地球温暖化防止戦略 2030」に示されている適応策の推進方針のうち、現在の気候変動
の状況とその影響の整理、科学的意見の収集と情報共有について、計画期間中に重点的に取り組むこと
とします。

○気候変動の影響について、現在及び将来予測を含めた最新情報の収集を行います。また、庁内関係課をは
じめ、関係機関との情報共有や対応の連携を進めます。さらに、環境教育やイベントなどを活用し、気候変
動影響の情報提供や意識啓発を行います。

（２）分野別の気候変動の影響への適応策 
○分野別（自然災害、健康、農業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、産業・経済活動、市 生活・都市
生活）の気候変動の影響への適応策を以下に示します。

① 自然災害 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
水害（洪水、浸水な
ど）

○一宮市総合治水計画に基づく河川、水路の改修等の排水施設の
整備や、雨水流出抑制施設の整備等の流域対策を実施します。 

○下水道管（雨水）や貯留施設等の整備を行い、浸水被害の軽減を
図ります。 

○雨水ポンプや雨水幹線等の整備を行い、速やかに雨水を排除さ
せる対策を行います。 

○洪水、内水ハザードマップによる浸水被害に関する情報提供等
のソフト対策に取り組みます。 

防災意識 ○総合防災訓練の実施や出前講座の開講を通じ、市 の防災意識
の高揚を図ります。 

○自主防災組織の結成促進・育成強化、消防団の活動支援に取り組
むことで、地域防災力の向上を図ります。

4-4
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② 健康 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
暑熱（熱中症など）○小中学校の普通教室、特別教室への扇風機、エアコンの設置を推

進します。 
○高齢者施設等における適切な冷房使用を促進します。 
○無理のない園舎外活動を実施します。 
○環境学習講座開催時の水分補給等による熱中症予防を推進しま
す。 

○メーリングリストによる配信などの注意喚起や、ポスター、リー
フレット等による熱中症予防の啓発を行います。 

○炎天下や急斜面等の厳しい労働条件の下で行われている場合もあ
ることから、機械の高性能化とともに、ロボット技術や ICT の積
極的な導入により、作業の軽労化を図ります。

感染症 ○感染症リスクに関する情報発信を行い、健康被害の発生抑制に
努めます。 

○対策の参考例も含めた感染症に関する情報収集と必要に応じた
注意喚起を行います。 

○園児の手洗い励行や給食の材料確認、適正な調理方法等、衛生管
理の徹底を図ります。

③ 農業・水産業 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
農業（水稲、野菜、
果樹、飼料作物、畜
産など）

○農作物の被害状況報告に基づき、気候変動による農業への影響
について検討します。 

○高温の気象条件に対応した作物の品種改良や変更に関する情報
を収集し、農家等へ情報提供します。 

○畜舎内の放水など、暑熱対策を行います。 
○用水管理の自動化、排水路の整備により、湛水被害の軽減を図り
ます。 

水産業（漁業、養殖
業）

○県と連携し、県で計測している気象データを漁業者が役立て
るように情報提供するなどの支援を行います。
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④ 水環境・水資源 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
水環境（河川、湖沼
など）

○湖沼や主要河川の水質変化に注意し、水質調査を継続します。 

水資源（水供給、地
下水･湧水など）

○施設見学や水道週間等の実施により、水の重要性の啓発を行い
ます。 

○雨水･再生水の利用を促進します。 
○市 の節 意識の 揚を図ります。

⑤ 自然生態系 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
自然環境（農地、河
川など）

○河川等の機能保全を図るため、浚渫や伐採を実施し、水辺環境を
適切に整備･管理します。 

○気候変動による生態系の変化を的確に把握するための調査を実
施します。 

○集中豪雨等、予測される気候変動の影響を考慮し、自然環境の保
全に取り組みます。 

生態系（生きものな
ど）

○気候変動による生態系の変化を的確に把握するために情報収集
を行います。 

○気候変動と生物多様性の関係に係る情報の共有と普及啓発の実
施や人材の確保･育成を図ります。

⑥ 産業・経済活動 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
第二次産業（製造
業、建設業）

○官 連携による、事業者における適応の取り組みや適応技術の
開発を促進します。 

第三次産業（サービ
ス業、観光業）

○食料、飲料水、生活必需品等の供給及びこれらの物資の輸送、燃
料の補給等に関して 間事業者との協定締結に努めます。

○情報発信アプリやポータルサイト等により、災害情報･警報、被
害情報、避難方法等を提供します。 

○涼しい場所で休んでもらえる救護室を設置します。
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⑦ 市民生活・都市生活 

取組名 取組内容 
SDGs

環境 経済 社会 ガバ
都市インフラ、ライ
フライン等

○ライフラインの断絶に備え、備蓄資機材等の整備を進めるとと
もに、住   にも備蓄の啓発を います。

○災害時は早急に被害情報を把握し、迅速に道路軽啓開や応急復
旧を実施できるような体制を整えます。 

生物季節、伝統行
事･地場産業等

○植物の開花や紅葉などの生物季節を観測したり、あるいは、国や
県による観測結果を市 に情報提供します。

暑熱による生活へ
の影響等

○緑化等による地表面被覆の改善を図ります。 
○気候の変化、情報に関心を持ち、居住環境やライフスタイルの工
夫に努めます。
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 計画の推進体制と進行管理 

    計画の推進体制 
（１）市民・事業者・行政の協働による推進 
○地球温暖化対策の推進にあたっては、市   ひとり、個々の事業者が、地球温暖化問題を「自分の
こと」として捉え、主体的に取り組むことが重要です。

○本市ではこれまで、市 ・事業者・行政の各主体で構成された「一宮市環境基本計画・地球温暖化対
策実行計画区域施策推進協議会」により事業の連絡調整や情報交換などを行ってきました。また、市
の施策については、庁内の関係各課で構成する「一宮市環境基本計画・地球温暖化対策実行計画区域
施策連絡会議」において円滑な推進を図るなど、計画の評価･点検等に取り組んできました。

○今後も、こうした各主体の協働体制を軸にして、日常生活や事業活動に根差した地球温暖化対策の推
進を図ります。

（２）関係機関等との連携による推進 
○国や愛知県が取り組んでいる地球温暖化対策と連携を図り、効果的に対策を推進します。
○その他、愛知県地球温暖化防止活動推進センターや愛知県気候変動適応センターといった関係機関と
も十分な連携を図ります。

（３）庁内の分野横断的な推進 
○地球温暖化対策は、緩和策・適応策とともに、行政の幅広い分野にわたっており、計画の目標の達成
に向けては、庁内の分野横断的な連携、対策の推進が重要です。

第5 章 
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    計画の進行管理 
（１）PDCAによる進行管理 
〇この計画の進行状況を「一宮市環境基本計画・地球温暖化対策実行計画区域施策推進協議会」へ報告
し、点検、是正、見直しなどの意見を求めるとともに、「一宮市環境審議会」においても審議し、各主
体の参加による開かれた進行管理を行います。

○本計画を的確かつ効果的に推進するため、PDCAサイクル（Plan（計画）、Do（実施）、Check（点検）、
Action（見直し））を繰り返すことにより、定期的・継続的に改善を図ることとします。

○国や愛知県の動向、対策技術の開発。普及、社会経済情勢の変化等を踏まえ、PDCAサイクルを適切
に回していきます。

（２）進行状況の公表 
○これまでと同様に、市域から排出される温室効果ガス排出量について、総量や部門別排出量の推計を
行い、市ウェブページや「いちのみやの環境」にて公表します。

○また、計画に基づく地球温暖化対策についても、その実施状況を把握し、公表します。
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（用語解説等を今後掲載予定）

資料編
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